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北九州市告示第３６１号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

 令和３年１０月１４日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

  別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

  土曜日 午後１時から午後５時まで

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日並びに令和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日は、返還

事務を行わない。

３ 問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話 ０９３－５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転車

が放置されていた場所

移動し、

保管した

自転車の

台数

移動し、保

管した年月

日

保管及び返還を行う

場所

門司区自転車放置禁止区

域外

１台 令和３年９

月１日

北九州市門司区西海

岸一丁目３番

西海岸自転車保管所２台 令和３年９

月１０日

１台 令和３年９
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月２４日

ＪＲ小倉駅周辺地区自転

車放置禁止区域

３４台 令和３年９

月７日

北九州市小倉北区青

葉二丁目１番 

青葉自転車保管所 ２３台 令和３年９

月２７日

ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

１台 令和３年９ 

月１０日 

ＪＲ南小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

３台 令和３年９ 

月１３日 

北九州市小倉南区下 

城野一丁目１番 

下城野自転車保管所小倉北区自転車放置禁止

区域外

２台 

あ 

令和３年９ 

月６日 

２台 令和３年９ 

月７日 

３台 

あ 

令和３年９ 

月１０日 

１台 令和３年９ 

月１６日 

１台 令和３年９ 

月２１日 

１台 令和３年９ 

月２２日 

１台 令和３年９ 

月２８日 

モノレール徳力嵐山口停

留所周辺地区自転車放置

禁止区域

２台 令和３年９ 

月２１日 

北九州市小倉南区八

重洲町１６番

八重洲自転車保管所

小倉南区自転車放置禁止

区域外

２台 令和３年９ 

月２日 

北九州市小倉南区下 

城野一丁目１番 

下城野自転車保管所３台 令和３年９ 

月１０日 

３台 令和３年９ 

月１３日 

２台 令和３年９ 

月１６日
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１台 令和３年９

月２２日

３台 令和３年９

月２８日

若松区自転車放置禁止区

域外

２台 令和３年９

月１４日

北九州市若松区響南

町８番

小石自転車保管所 

八幡東区自転車放置禁止

区域外

１台 令和３年９

月３日

北九州市八幡西区大

字藤田２３１９番６

藤田自転車保管所１台 令和３年９

月２９日

ＪＲ本城駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１０台 令和３年９

月１４日

北九州市八幡西区長

崎町２番

長崎町自転車保管所

ＪＲ黒崎駅周辺地区自転

車放置禁止区域

２台 令和３年９

月９日

北九州市八幡西区大

字藤田２３１９番６

藤田自転車保管所八幡西区自転車放置禁止

区域外

４台 令和３年９

月３日

３台 令和３年９

月２１日

ＪＲ九州工大前駅周辺地

区自転車放置禁止区域

５台 令和３年９

月８日

北九州市戸畑区三六

町１３番

三六自転車保管所ＪＲ戸畑駅周辺地区自転

車放置禁止区域

３台 令和３年９

月１６日

戸畑区自転車放置禁止区

域外

１台 令和３年９

月２日

１台 令和３年９

月９日

１５台 令和３年９

月１６日

２台 令和３年９

月２４日
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北九州市告示第３６２号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。 

  令和３年１０月１４日 

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

（１） 申請者 

      北九州市若松区北湊町１３番２号 

日揮触媒化成株式会社北九州事業所 

取締役北九州事業所長 鳥巣 進 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市若松区北湊町１３番２号 

日揮触媒化成株式会社北九州事業所 

 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力

種類 
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）

別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガス洗浄施設 

名称 Ｃ－２８ 

能力 ４０ｍ３／分 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

使用時間間隔 １２時間／回

１日当たりの使用時間 ２４時間

季節的変動 なし

設置年月日 許可後

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量

及び汚染状態 
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汚水量

（ｍ３／日）

通常 ０．００６７ 

最大 ０．００６７ 

水素イオン濃度
通常 ７ 

最大 ９．５ 

浮遊物質量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ３ 

最大 １０ 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 １未満 

最大 １未満 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １未満 

最大 １００ 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１未満 

最大 ０．１未満 

窒素（アンモニア性窒

素等） 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １未満 

最大 １００ 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

   当該特定施設から排出される汚水は、すべて産業廃棄物として処理する

ため、公共用水域への排水はない。 

（５） 排出水に関する事項 

ア 排水口名 Ｎｏ．４排水口

イ 排水量及び汚染の状態 

項目 変更前 変更後 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 １１,３９２ 

最大 １２,９８８ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８ 

最大 ８．６ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２７  

最大 ４２ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０  

最大 １５ 
同左

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０  

最大 ６０  
同左
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燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．２ 

最大 ０．９ 
同左

ほう素及びその化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５ 

最大 １０ 
同左 

ふっ素及びその化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４ 

最大 ８ 
同左 

窒素（アンモニア性窒素

等） 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

生物化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   令和３年１０月１４日から同年１１月４日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載し

た文書を、令和３年１１月４日までに上記縦覧場所に到着するように提出す

ること。 
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北九州市公告第７２７号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

令和３年１０月１４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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